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できるだけ、平易に、ご説明します。
ここまでの話の「繰り返し」になる
部分もございますが、
その点は
「繰り返えさなければならないほど重要」
とお考えください。

はじめに
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第一、著作権の基本と

第３５条

第二、運用方針の

「見方・考え方」

第三、典型事例等

の解説

内容
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著作者に敬意を表し、

著作権を尊重する。

他者の著作物をコピーしたり、イン

ターネットで送信受信する場合は、

著作権者の許諾を得る。

著作権の「基本」
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「（その都度）許諾を得る」が基本原則

これは「ダメ」、これは「いい」ではなく「許諾を得る」が基本。
たとえば、学校の授業とみなされないPTA活動での利用の場合、
著作権者とコミュニケーションをとり、許諾を得ればよい。

「あなたの作品に大変感銘をうけました。
ぜひ、岐阜聖徳学園附属小学校PTAのボランティア活動で配布さ

せていただきたいのですが、お認めいただけますでしょうか？」

ご連絡ありとうございます。気に入ってくれてとてもうれしく思います。
どのくらいの量を何名くらいの方に配布されますか？
もし１００部以上の場合は、著作権使用料として●●円ほど頂戴させていただいております。
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学校の授業の場合「例外規定」

学校の授業では、必要と認められる限度内で、
著作権者に無断で、他者の著作物をコピーしたり、
インターネットで送信したりできる（第３５条）
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【第35条の改正目的】

教育の情報化

教育の質の向上

【ねがい】

教育現場の

合法的で

積極的な

著作物利用

【懸念】

当事者意識の希薄化

（著作権意識の低下）

今回の制度設計・施行で

「制限が増えた」のではなく

「無許諾でできることが増えた」

第３５条の改正・施行
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⚫ しかし、学校の授業であっても「なんでもあり」ではない

⚫ 権原（法的根拠）がない場面や態様も想定される

⚫ 法律の条文も、様々な解釈が可能

✓ 人によって解釈が異なる

✓たとえば、小中高校の「部活動」は、学校教育法や学習指導要領上、
正規の教育課程には含まれないが、それを授業とみなせるか？

✓臨時休業中のｚｏｏｍでのオンライン授業はどうか？

学校教育での著作物利用

✓ 必要と認められる限度、権利者等の利益を不当に害さない範囲
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権利者と利用者（学校関係者）が話し合い
どの程度の利用が第３５条の範囲内か
「申し合わせ（共通理解）」を策定

そこで、第３５条の「運用指針」が必要

改正著作権法第35条運用指針
（令和3（2021）年度版）

著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

30

２０２０年１２月２４日公表
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⚫ 運用指針は、法律ではない。
⚫ 運用指針に異論のある権利者もいるかもしれない。
⚫ 運用指針は「最終的な結論」や「唯一の答え」ではない（最終的に

は司法判断）。

「運用指針」の見方・考え方

運用指針は「この通りに利用すれば何も考えなくとも安心」と
捉えるのは危険。著作物の利用について、授業づくり、教材づ
くりをする上で、著作権を意識するためのヒントとして、著作
物利用に関する問い合わせがあった際にも「説明」できるよう
にしておくための判断材料と捉えてほしい。
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⚫ 運用指針は、今後も追記改訂される。だが、典型事例等は、すべ
て網羅はできない（無限にある）。

⚫ フォーラム（WG)では、たった４０例程度の典型事例を出すのに
数か月の話し合いを行った。

⚫ ぜひ、この運用指針を題材にして話し合ったりするなどして、積
極的に教員研修等を行っていただきたい。

⚫ ひいては、教育関係者に、著作権について、当事者として「主体
的・対話的」に「考えてほしい」。

「運用指針」の見方・考え方
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運用指針の解説
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冒頭の文章が、教員に厳しすぎ
るのではないか？（重く感じる）

子どもが、授業で使った著作物
をネットで公開して損害賠償を
請求されたり、補導されたりした
ら、授業担当者が責任をとらさ
れるのではないか？

しかし、これはそういうことでは
なく、その著作物が授業で本当
に必要かを、教員が当事者とし
て主体的に考えてほしいというこ
と、また、普段の「授業づくり」や
「教材研究」においても、客観的
にその必要性を考えてほしい、と
いうことです。

授業とまったく無関係の映画の
全編をコピーしてクラスで視聴
させるような授業では、その必要
性は認められないでしょう。

９ページをご覧ください。
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著作物の種類によって無許
諾でできる範囲が異なる

授業であっても、写真、俳句、長くな
い文章、絵画やイラスト、新聞記事な
どは、授業目的であれば著作物の全
部を無許諾でコピーしたり公衆送信
したりできる場合が多いが、
ソフトウェアや映画、音楽、書籍など
の「全部を」コピー・公衆送信する場
合、許諾を得る必要がある可能性が
高い。

１０ページをご覧ください。
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１２ページをご覧ください。

著作物の全部の複製、公
衆送信が無許諾で可能例

採択された教科書の著作物、
俳句、短歌等
新聞記事、写真、絵画、地図等
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全員購入することが前提のドリルや問題集
等は、児童・生徒の購入の有無にかかわら
ず、教師がコピーして配布するには許諾が
必要となる可能性がある（許諾は得られな
いことが多い）。
※忘れた児童にドリルの一部を渡すような
場合には、許諾は不要と思われる。

採択された教科書は、そこに含まれる著作
物の全部を無許諾でコピーしたり、公衆送
信したりできる。（※履修者数（購入者数）
を超えてのコピーや公衆送信は要許諾）
採択外の教科書は、一般書籍と同様、必要
とみとめられる限度（必要最低限）内の分
量であれば、無許諾でコピーや公衆送信が
認められる。

コピーや公衆送信の部数や数＝履修者数
※授業参観等の場合は、児童生徒と同一の
著作物を保護者等へ配布することは必要と
認められる限度内と考えられる。

１２ページをご覧ください。
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▲公衆≠公開
⚫ 授業目的公衆送信の「公衆」は、「世間一
般に広く公開すること」ではない。インター
ネットを使った児童生徒教師間の学習情報
としての著作物の送信受信の範囲内である。

⚫ 教育センターが著作物をコピーして、管轄
の学校に送信するような行為には原則とし
て権利者の許諾が必要となるだろう。

⚫ 学校ホームページや自治体の公式
YouTubeチャンネルなどに、教科書がう
つった授業動画を 「公開」するような際に
は、事前に許諾を得る必要がある

１３ページをご覧ください。
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＜不当に害する可能性が高いため、
補償金の範囲では利用できない例＞

●同一の教員等が、ある授業の中で、同一の書籍の中から１回目の授業で第１章、
２回目で第２章を複製して配布するというように、同じ著作物や出版物の異なる
部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が当該著作物や出版物の
多くの部分を使い、市販物の売れ行きを低下させるようなこと。

●授業を行う上で、教員等や児童・生徒が通常購入し、提供の契約をし、又は貸
与を受けて利用する著作物ついて、購入等の代替となるような態様で、複製や公
衆送信すること。

・著作物の例

＜教科指導＞ 教師用指導書、参考書、資料集、問題集、ドリル、ワークブック、
テスト・ぺーパー、授業で教材として使われる楽譜、副読本、教育用映像ソフト

ただし、履修者全員が購入していることが確認されている場合であって、問題
の解説等を行う目的で付加的に複製等を行うことは許容される余地がある。

＜特別活動等＞ 演劇の脚本、読書会用の短編小説、部活動で使われる楽譜

●美術、写真など、「不当に害しない可能性が高いと思われる例」において全部
の利用が認められている著作物を市販の商品の売上に影響を与えるような品質で
提供すること
●市販あるいは長期間保存できるように製本して配布すること
●組織的に素材としての著作物をサーバへストック（データベース化）すること

▲少しずつコピーして最終的に全部コピーする
ような行為は「不当に害する」
１５０ページの小説を、１回の授業で１０ペー
ジずつコピーして配布し、１５回の授業で１５０
ページコピーするような行為は事前に許諾が
必要である（許諾はおりない可能性が高い）

１３ページをご覧ください。

ドリルや問題集等は、児童生徒が購入していて
も、教師がコピーして配布するには許諾が必要
である可能性がある（許諾は得られないことが
多い）。
※全員が購入している場合、解説等のための
付加的複製は無許諾で複製できると思われる。
※購入した子供が自宅で自分用にコピーする
ことは認められる。

美術、写真等を多数集めてカタログのように製
本するなどして配布すること、著作物を組織的
に保存しておいてデータベース化すること等も、
許諾を得られない可能性が高い。
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典型事例の紹介
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典型事例が現在の文言に
なるまで数か月の議論を
要した。

「～してはならない」という
ブラックリストではなく、「～

する」というホワイトリスト
にした。

今後、更新し、追記もする
が、すべての事例の網羅は
不可能。
この典型事例をもとに、「自
分で考えて」著作物を利用
することが重要

この運用指針に基づいて
教育委員会や学校法人で
自分たちの教育実態に応
じて、著作物利用について
話し合いをするなど教職員
研修をしていただきたい。

２１ページ
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典型事例の基本構文

何を、どの場面で、（誰がした）、どのような行為か
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Ａ）許諾不要、無償で著作物を利用できると考えられる例

■ 複 製 ■
＜教室での授業＞
１．教科書※１に掲載されているエッセイの全部を 授業で 教員が 板書する。
２．単行本に掲載されているエッセイの小部分を 授業で 教員が 板書する。
３．新聞に掲載されている写真と記事を コピーした授業用の プレゼンテーション資料を作成する。
４．３．で作成した資料を、事務補助員に依頼し 印刷する。
５．３．で作成した資料を、授業参観で生徒と参観した保護者に 配布するために印刷する。
６．テレビの報道番組を録画し、その一部を授業で視聴する。

※１ 教科書は利用している地域や学校（学科・コース別の場合もあり）で採択され児童・生徒全員が所有して
いる教科書を示します。採択されていない教科書は、一般の書籍等と同じ扱いになります。

＜教室外での授業＞
７．旅行ガイドブックの一部を 修学旅行中の児童生徒に 配布するために宿泊施設でコピーする。

＜教員研修＞
８．新聞に掲載されている写真と記事を コピーした研修資料を 指導主事が印刷して

教育センター主催の研修で配布する。

２１、２２ページ
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Ａ）許諾不要、無償で著作物を利用できると考えられる例

■公衆送信■

＜リアルタイム遠隔合同授業>

１．板書したエッセイの小部分を、インターネットを使った２校の遠隔合同授業で同時中継（送
信）し、大型画面に表示する。

２．１．において配布する資料を授業中に送信する。

３．対面授業の様子を、インターネットを使って、生徒の自宅に同時送信する。

４．修学旅行の事前学習として、修学旅行先の現地の学校と、新聞記事や写真、テレビ番組の映像
等を用いながらネットミーティングシステムでリアルタイムの遠隔交流授業を行う。

２２ページ
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Ｂ）許諾不要でよいが補償金の支払いが必要と考えられる例

■公衆送信■

＜公衆送信（教室内学習）＞

１．教科書※1に掲載されているスキット（寸劇）を、教師が肉声で録音し、児童・生徒のみがアクセス可能
なクラウド・サーバ（以下同じ）にアップロードする。

２．教科書等の出版物から図版や文章を抜き出してプレゼンテーションソフトにまとめ、対面での授業中にク
ラウド・サーバを通じて児童のタブレット端末に送信する。

３．全国各地での取り組みを紹介した複数の新聞記事をプレゼンテーションソフトにまとめてクラウド・サー
バにアップロードする。

４ 授業で利用する教科書や新聞記事などの著作物を用いた教材を学習できるようにクラウド・サーバにアッ
プロードする。

２２ページ
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Ｂ）許諾不要で利用できるが、補償金の支払いが必要だと考えられる例

＜オンデマンド型公衆送信（教室外学習）※2＞

５．反転授業のための予習（事前学習）の資料として、教科書の著作物や絵画、
写真などをクラウド・サーバにアップロードする。

６．修学旅行で訪ねる文化施設についての説明の必要な部分をタブレットＰＣか
ら参照できるようにするため、クラウド・サーバにアップロードする。

７．教員が教科書を使った授業動画を収録し、クラスの児童生徒のみがアクセス
して視聴できるような方式で配信する。

※2 オンデマンド型とは、学習者の注文（要求）に応じて学習資源を提供する方法。

２３ページ
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Ｂ）許諾不要で利用できるが、補償金の支払いが必要だと考えられる例

■公衆送信■

＜リアルタイム・スタジオ型公衆送信（教室外学習）※3＞

８．幼稚園や保育所で、普段対面で行っている絵本の読みきかせを、臨時休園中に、同じ教員と園
児間の在宅オンライン授業として行う。

９．児童生徒がいない場の教員が、自宅等にいる児童生徒とネットミーティングシステムを使い、写真や教科
書等の文章、新聞記事やウェブページ等を使ったオンライン授業を行う。

１０．ＤＶＤに録画したテレビ番組を授業に必要な範囲で、教員のパソコンで再生し、生徒のタブレット端末
へストリーミング配信する。

１１．在宅の園児に音楽に合わせて踊る踊りを教えるためにインターネットを用いて楽曲の全部をストリーミ
ング配信する。

※3リアルタイム・スタジオ型とは、教員の面前に児童生徒がいない場所から児童生徒の自宅などに学習資源
（映像・音声等）をリアルタイムで配信するオンライン授業の態様。

２３ページ

30
27



Ｃ）著作権者の許諾が必要だと考えられる例
（必要と認められる限度を超える、著作権者の利益を不当に害する等）

■複製■

１．教員が日本各地の祭りを撮影した写真集の中から写真を数十枚選んで紙にカラーコピーして簡
易製本し、社会科の授業で複数年にわたって使える教材にする。

２．教員が算数のドリルを児童には購入させず、学校や教員が持っている算数ドリルの中から児童
に配付するために問題を紙にコピーする。

３．小説の一部を授業の都度、生徒に配付するために紙にコピーした結果、学期末には小説の多く
の部分をコピーする。

４．授業に必要な範囲を超えて映像や音楽の全編をコンピュータに保存する。

２３ページ

教員が撮影した写真ではありません。

28
30



Ｃ）著作権者の許諾が必要だと考えられる例

■公衆送信■

1. 教員が同一の画集の中から多くの作品を選んでスキャンして電子ファイルにしてクラウド・サーバにアップ
ロードし、美術の授業で生徒が個々に配備されたタブレットでダウンロードする。

2. 教員が漢字ドリルを児童には購入させず、学校や教員が持っている漢字ドリルをスキャンして、児童に宿題
としてメールで送信する。

3. 教員が授業と直接関係ないものも含めて多数の小説をアップロードする。
4. 教員が出版物の一部を、授業の都度、スキャンして生徒に予習の教材として複数回、電子ファイルでメール

送信し、その結果、その出版物の多くの部分を送信する。
5. 絵本の読みきかせ動画を、クラウド・サーバにアップロードし、園児児童生徒が自宅からいつでも視聴でき

るようにする。
6. 様々な分野に関するＴＶ番組を授業で自由に使えるようにするため、継続的に録画し、クラウド・サーバに

アップロードして蓄積し、ライブラリ化しておく。
7. 授業に必要な範囲を超えて、映像や音楽の全編を学校の教員や児童生徒がいつでもダウンロード視聴できる

ようにしておく。
8. 教師が、紙の教科書の全ページ又は大部分をスキャンし、PDF版デジタル教科書を作成して児童生徒に配

信する。
9. 学校のホームページ等に、パスワードをかけずに、教科書等を解説する授業映像を教師がアップロードし、

児童生徒以外の誰でも見られる状態にしておく。

２４ページ
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⚫ 例示していないが、現在のところ、教育委員会（教育センター）等が他者の著作物を含む教
材や授業動画を作成し、それを、管轄の学校に配信する場合は、著作権者の許諾が必要と考
えられる。

⚫ ただし、教育センター等が主催する教員研修のための動画を教員（研修受講生）にインター
ネットで送信することは無許諾（要補償金）で可能である。

⚫ 同じく、教育委員会等が教科書等を含む教材や授業動画等を作成し、直接、地域の子どもに
配信するような場合は、著作権者等の許諾が必要と考えられる。

⚫ また、現在のところ、同じ学年の同僚教員であっても、他者の著作物を含む教材を共有（共
同利用）する場合は、著作権者の許諾が必要。

⚫ ただし、たとえば、教材を複数の同僚教員で「共同制作（制作に関与）」した場合（関与の
度合いは問わない）、それら関与した教員がコピーしたり、公衆送信利用する場合は許諾が
不要と考えられる。

補足１ 教育委員会による学校への配信・教員間共有

運用指針の最後に書いてあるように、補償金とは別途のＳＡＲＴＲＡ
Ｓの補完的包括ライセンスが検討されている（確定はしていない）
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出所（出典）の明記

たとえば、研究授業で他の同僚の先生が作成した学習活動案や教
材を利用した場合でも、また、許諾の有無にかかわらず「出所
（出典）」を明記してほしい。

補足２

【例】本研究授業の学習活動案、および、使用教材の出典
1. 岐阜聖子、『はっぴょうしようー第２学年国語科学習活動案―２０２０年度光秀小学校

研究紀要』、光秀小学校研究推進部、２０２１年１月２９日
2. 厩戸皇子・蘇我入鹿・小野妹子、『デジタル・シティズンシップ教育の実践：一人１台

時代の善き使い手をめざす学び 』、飛鳥遣隋出版、２０２０年１２月１８日

無許諾無償、または無許諾有料の利用であっても
出典を明記してほしい。
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誤解

補足3
▲回収すればいいわけではない

職員会議で新聞記事をコピーして職員に配布しても、後で回収すれ
ばいいわけではない。こうした行為はむしろ「証拠隠滅」である。

▲イラストなどの場合は©マークをつければよいわけではない
イラストなどをコピーして利用する場合、
「COPYRIGHT©2021- Takahiro Haga ALL RIGHTS RESERVED」と
書けばよい、というのは誤り。
これだけだと、許諾を得たことにも、出典にもならない。

▲市販ＣＤ音楽（楽曲音源）を卒業記念映像ＤＶＤのＢＧＭとする場
合、音楽著作権管理団体（ＪＡＳＲＡＣ等）だけに申請すればよいわ
けではない
この場合、音楽著作権管理団体だけではなく、著作隣接権者（レコー
ド会社等）の許諾が必要となる。
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⚫ 補足のような事例
⚫ 教育センター、教育委員会等の研修事例
⚫ 学校の授業を外部教育機関で実施する事例
⚫ 入試・模擬試験等
⚫ 補償金とは別途のＳＡＲＴＲＡＳの補完的包括ライセンス関連事例
※SARTRASで検討中

たとえば、保護者会などでの著作物利用や複数の教員間の共同（共有）での著作物利用を無
許諾有料でライセンスする等

補足４

今後、検討し、付け加える可能性がある事例等

30 33



今後も、継続的に、権利者と学校関係者が
対話をつづけ、よりよい著作権制度が構築
されるように、そして、教育の情報化と質
的向上が図られ、子どもたちに、公平に、
豊かな学びが届けられるよう、みなで考え
ていくことを願ってやみません。

おわりに
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